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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第17期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

回次 第15期中 第16期中 第17期中 第15期 第16期 

会計期間 

自 平成15年 
  ８月１日 
至 平成16年 
  １月31日 

自 平成16年
  ８月１日 
至 平成17年 
  １月31日 

自 平成17年
  ８月１日 
至 平成18年 
  １月31日 

自 平成15年 
  ８月１日 
至 平成16年 
  ７月31日 

自 平成16年
  ８月１日 
至 平成17年 
  ７月31日 

売上高 (千円) ― ― 1,388,146 ― ―

経常利益 (千円) ― ― 168,704 ― ―

中間純利益 (千円) ― ― 94,622 ― ―

純資産額 (千円) ― ― 3,814,121 ― ―

総資産額 (千円) ― ― 5,074,291 ― ―

１株当たり純資産額 (円) ― ― 35,401.17 ― ―

１株当たり中間純利益 (円) ― ― 933.18 ― ―

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

(円) ― ― 918.10 ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 75.2 ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― △280,734 ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― 251,259 ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― 1,378,948 ― ―

現金及び現金同等物 
の中間期末残高 

(千円) ― ― 2,663,697 ― ―

従業員数 (名) ― ― 214 ― ―



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 第16期中間会計期間が半期報告書の提出初年度であるため、第15期中間会計期間に係る主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 第16期以前の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４ 第17期中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、第17期中間会計期間の持分法を適用した場合の投資利益、

営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及

び現金同等物の中間期末残高は記載しておりません。 

５ 第16期中間会計期間の１株当たり中間配当額200円00銭は、設立15周年記念配当であります。 

６ 平成15年12月15日付及び平成16年９月21日付で、それぞれ１株を３株とする株式分割を行っております。 

回次 第15期中 第16期中 第17期中 第15期 第16期 

会計期間 

自 平成15年 
  ８月１日 
至 平成16年 
  １月31日 

自 平成16年
  ８月１日 
至 平成17年 
  １月31日 

自 平成17年
  ８月１日 
至 平成18年 
  １月31日 

自 平成15年 
  ８月１日 
至 平成16年 
  ７月31日 

自 平成16年
  ８月１日 
至 平成17年 
  ７月31日 

売上高 (千円) ― 1,192,025 1,171,754 2,222,927 2,250,283

経常利益 (千円) ― 207,483 216,008 652,113 346,270

中間(当期)純利益 (千円) ― 114,775 122,099 382,101 191,161

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― 599,350 1,364,517 599,350 599,350

発行済株式総数 (株) ― 100,701 107,740 33,567 100,701

純資産額 (千円) ― 2,284,997 3,841,598 2,294,871 2,347,679

総資産額 (千円) ― 2,763,847 4,354,190 3,046,240 2,896,896

１株当たり純資産額 (円) ― 22,690.91 35,656.20 66,913.08 22,866.50

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― 1,139.77 1,204.16 10,577.77 1,451.44

潜在株式調整後１株 
当たり中間(当期)純利益 

(円) ― 1,130.17 1,184.70 10,547.26 1,439.26

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― 200 ― 2,220 1,200

自己資本比率 (％) ― 82.7 88.2 75.3 81.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △154,293 ― 121,750 △42,480

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △303,073 ― 61,839 △364,857

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △73,311 ― 1,342,602 △93,056

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(千円) ― 1,283,941 ― 1,814,619 1,314,225

従業員数 (名) ― 166 164 156 173



２ 【事業の内容】 

  当社グループは、当社（株式会社綜合臨床薬理研究所）と連結子会社２社（株式会社日本臨床薬理研究所、株式会

社ＳＯＧＯメディプラス）及び関連会社１社（株式会社東京健康管理センター）より構成されております。当社グル

ープは、ＳＭＯ（※）事業（治験コーディネーター（以下「ＣＲＣ」という。）（※）業務、治験審査委員会(以下

「ＩＲＢ」という。)（※）事務局業務、治験事務局業務)を主な事業とし、その他の事業として健康食品（特定保健用

食品（※）を含む。）の開発支援業務及び健康食品の販売業務を行っております。 

  当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 

  なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

（注） 事業区分につきましては、従来「第Ⅰ相試験（※）」、「第Ⅱ相試験（※）」、「第Ⅲ相試験（※）」、「第Ⅳ

相試験（※）」、「その他」の５区分によっておりましたが、当中間連結会計期間より連結子会社２社及び関連

会社１社が加わったのを機会に事業の類似性・関連性を再検討した結果、「第Ⅰ相試験」から「第Ⅳ相試験」

までを「ＳＭＯ事業」としてまとめ、主として健康食品関連の事業を「その他の事業」としております。 

  

  当社グループのコア事業であるＳＭＯ事業について 

   当社グループは、臨床試験（以下、「治験」という。）（※）を実施する医療機関から、治験の実施に係る業務

の一部を受託または代行するＳＭＯをコア事業として、主に医療機関への支援サービスを提供しております。 

   一般に、医薬品の開発にあたっては、前臨床試験（※）において、様々な方法でその安全性と有効性が試されま

すが、最終段階においては、被験者（※）を対象とした治験が不可欠となります。当社は、これら治験を実施する

医療機関に対し、ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務及び治験事務局業務の包括的支援サービスを提供することで、治

験が適正かつ円滑に実施されるように医療機関の業務を支援しております。 

   それぞれの業務内容は、以下のとおりであります。 

区 分 会社名 事業内容 摘要 

ＳＭＯ事業 株式会社綜合臨床薬理研究所 ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、

治験事務局業務 

当社 

株式会社日本臨床薬理研究所 ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、

治験事務局業務 

連結子会社 

株式会社ＳＯＧＯメディプラス ＣＲＣ派遣業務 連結子会社 

株式会社東京健康管理センター ＣＲＣ業務 持分法適用関連会社 

その他の事業 株式会社綜合臨床薬理研究所 健康食品（特定保健用食品を含

む。）の開発支援業務、健康食品

の販売業務 

当社 

ＣＲＣ業務 

 ＣＲＣは、治験責任医師（※）の指導の下、インフォームド・コンセント（※）の取得補助、症例

報告書（※）への転記・管理、モニター（※）との対応窓口等、医学的判断を伴わない治験業務の支

援を行います。医薬品の治験実施過程において、とりわけ被験者と治験との調整を行い、治験の倫理

性、科学性を保証するための活動を行います。 

ＩＲＢ事務局業務 

 製薬企業等から依頼を受けた医療機関は、ＩＲＢを開催し、倫理的、科学的及び医学的妥当性の観

点から治験実施の適否を判断する必要がありますが、当社は、ＩＲＢ開催の通知、資料の配布、ＩＲ

Ｂ議事録の作成及び審査結果の報告等、その整備・運営に関する支援を行います。 

治験事務局業務 

 医療機関が治験を実施するにあたり必要となる標準業務手順書（ＳＯＰ）（※）や各種書類の作成

等、治験事務局の整備・運営に関する支援を行います。 



  

   当中間連結会計期間における、関係会社の異動は以下のとおりとなっております。 

  

  〈ＳＭＯ事業〉 

   ① 株式会社日本臨床薬理研究所は、平成17年８月１日に同社の第三者割当増資を引き受けたことにより、当社の

子会社となっております。 

   ② 株式会社東京健康管理センターは、平成17年９月30日に出資を行い当社の関連会社となっております。 

   ③ 株式会社ＳＯＧＯメディプラスは、平成17年11月１日に株式会社イーピーミントとの合弁会社として設立し、

当社の子会社となっております。 

   ④ 下記の事業系統図には記載がありませんが、重要な後発事象に記載しておりますように、株式会社ベルテール

は、平成18年２月６日にその全株式を株式会社イベリカより取得することにより当社の子会社となっておりま

す。 

  

 その結果、事業系統図は以下のとおりとなっております。 

  

 
  



（用語説明） 

 ※ ＳＭＯ（Site Management Organization：治験施設支援機関） 

   治験（※）を実施する医療機関から、治験の実施に係る業務の一部を受託または代行する組織。 

 ※ 治験コーディネーター（ＣＲＣ：Clinical Research Coordinator） 

   質の高い治験を適正かつ円滑に進めるために、治験責任医師（※）の指導の下、医学的判断を伴わない治験業務

（インフォームド・コンセント（※）の取得補助、被験者（※）のケア、治験に携わるチーム内の調整業務等）

の支援を行う者。 

 ※ 治験審査委員会（ＩＲＢ：Institutional Review Board） 

   医療機関の長、治験責任医師及び製薬企業等から独立した医学・薬学等の専門家及びそれ以外の者によって構成

される委員会。 

   当委員会の責務は、治験実施計画書（※）や被験者から文書によるインフォームド・コンセントを取得するため

の手法及び資料等を審査し、被験者の人権、安全及び福祉の保護を確保することである。 

 ※ 特定保健用食品 

   「体の調子を整える」などの働きのある成分を添加し加工した食品で、その効果や安全性が個々の商品ごとに動

物や人で科学的に証明され、健康にどのように役立つかを表示して良いと、厚生労働大臣が許可した食品。この

許可を得るためには、人を対象とした治験を行い、その有効性と安全性を確認する必要がある。 

 ※ 第Ⅰ相試験 

   少数の健康人を対象とする安全性の確認試験。 

 ※ 第Ⅱ相試験 

   少数の患者を対象とする安全性、有効性、投与量、投与方法等の確認試験。 

 ※ 第Ⅲ相試験 

   多数の患者を対象とする安全性、有効性等の確認試験。 

 ※ 第Ⅳ相試験 

   承認されている市販薬の安全性や有効性等に関する検証、臨床試験（治験）では得ることができなかった効果、

副作用等の調査。 

 ※ 臨床試験（治験） 

   医薬品開発のプロセスにおいて、人を対象として、薬の安全性や有効性を確認するための試験。 

   特に、臨床試験のうち、医薬品の製造（輸入）承認または承認事項の一部変更承認を申請する際に提出すべき資

料の収集を目的として実施される試験を治験という。 

 ※ 前臨床試験 

   動物を用いて安全性、有効性等を検討するための試験。非臨床試験ともいう。 

 ※ 被験者 

   治験に参加し、治験薬を投与される者またはその対象となる者。 

 ※ 治験責任医師 

   医療機関において、治験の実施に関して責任を有し、治験に係る業務を統括する医師または歯科医師。 

 ※ インフォームド・コンセント 

   被験者の治験への参加を決定する際に、治験に関するあらゆる角度からの説明が充分なされた後に、被験者がこ

れを理解し、自由な意思によって治験への参加に同意し、書面によってそのことを確認すること。インフォーム

ド・コンセントは、被験者と担当医師による署名と日付が記入された同意文書をもって証明される。 

 ※ 症例報告書 

   治験実施計画書において規定される、各被験者に関する全ての情報を記録するための文書。 

   治験責任医師若しくは治験分担医師が原資料（カルテ等）を基に作成し、製薬企業等に報告することが義務付け

られている。 



 ※ モニター 

   製薬企業等により指名されたモニター（ＣＲＡ：Clinical Research Associate）が、治験の進行状況を調査し、

治験がＧＣＰ省令（※）、治験実施計画書、標準業務手順書（※）に従って実施、記録及び報告されていること

を保証する活動。 

 ※ 標準業務手順書（ＳＯＰ：Standard Operating Procedures） 

治験に係る業務を均質に遂行するための手順を詳細に記述した文書。                

 ※ 治験実施計画書（プロトコール） 

   治験の目的、デザイン、方法等について記述した文書。 

治験を実施するにあたって、医療機関及び製薬企業等が遵守しなければならない要件事項を記載した実施計画書

である。 

 ※ ＧＣＰ省令（Good Clinical Practice） 

   平成９年厚生省令第28号「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」。 

   治験が倫理的な配慮のもとに科学的に適正に実施されるための基準である。 



  

３ 【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

(注)１ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

  ２ 特定子会社に該当しております。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成18年１月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

 ２ 全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年１月31日現在 

(注) 従業員数は就業人員数であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

名称 住所 
資本金 
(千円) 

主要な事業
の内容 

議決権の所
有割合(％) 

関係内容 

(連結子会社) 
株式会社日本臨床薬
理研究所(注)２ 

東京都 
八王子市 

146,895 ＳＭＯ事業 51.0 役員の兼任２名 

(連結子会社) 
株式会社ＳＯＧＯメ
ディプラス 

東京都 
新宿区 

30,000 ＳＭＯ事業 60.0 
ＣＲＣ業務の委
託 

(持分法適用関連会
社) 
株式会社東京健康管
理センター 

東京都 
渋谷区 

10,000 ＳＭＯ事業 20.0 
ＣＲＣ業務の委
託 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ＳＭＯ事業 188 

その他の事業 5 

全社（共通） 21 

合計 214 

従業員数(名) 164



第２ 【事業の状況】 

当中間連結会計期間(平成17年８月１日から平成18年１月31日まで)は連結初年度であるため、前年同期との対比は行

っておりません。 

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

   当中間連結会計期間のわが国経済は、個人消費、設備投資とも堅調な伸びをみせる中で、企業収益は急速に改善

されつつあり、景気は総じて順調に回復しました。 

   このような情勢のもとで、国内の医薬品業界におきましては、国の医療費抑制策が進行する中で、国内製薬企業

は合併等による企業再編の波は引き続き、外資系製薬企業も交えて、国際的な企業間競争は一層激化する状況にあ

ります。 

   当社グループにおきましては、このような状況の中でＳＭＯ業界におけるシェアの拡大を目指し、平成17年８月

には、ＳＭＯの株式会社日本臨床薬理研究所を子会社化いたしました。これにより、第Ⅰ相試験から第Ⅳ相試験ま

で治験事業の一貫体制が確立いたしました。更に、同年11月には、治験コーディネーター（ＣＲＣ）の人材供給を

目的として株式会社ＳＯＧＯメディプラスを合弁で設立するなど、グループの拡大を積極的に推進いたしました。 

   また、引き続き、提携医療機関の拡充と医療機関ネットワークの構築に注力し、平成18年１月31日現在の提携医

療機関は988施設となりました。 

   上記の結果、当中間連結会計期間の業績は、受注高1,306百万円、売上高1,388百万円、経常利益168百万円、中間

純利益94百万円となりました。 

  

   当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

   なお、事業区分につきましては、従来「第Ⅰ相試験」、「第Ⅱ相試験」、「第Ⅲ相試験」、「第Ⅳ相試験」、

「その他」の５区分によっておりましたが、当中間連結会計期間より連結子会社２社及び関連会社１社が加わった

のを機会に事業の類似性・関連性を再検討した結果、「第Ⅰ相試験」から「第Ⅳ相試験」までを「ＳＭＯ事業」と

してまとめ、主として健康食品関連の事業を「その他の事業」としております。 

  

   ① ＳＭＯ事業 

     ＳＭＯ事業は、ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、治験事務局業務から構成されており、当社グループは、治

験を実施する医療機関から、治験の実施に係る業務の一部を受託又は代行し、「第Ⅰ相試験」から「第Ⅳ相試

験」までの試験の支援業務を行っておりますが、同支援業務を同事業区分としております。同事業の売上高

は、1,316百万円となりました。 

   ② その他の事業 

     その他の事業としては、健康食品（特定保健用食品を含む。）の開発支援業務及び健康食品の販売業務を行

っております。その他の事業の売上高は、71百万円となりました。 

  



  

 (2) キャッシュ・フローの状況 

   当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,663百万円となりました。 

   当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動による資金の減少は、280百万円となりました。これは、資金増加要因として税金等調整前中間純利益の

計上168百万円があったものの、資金減少要因として売上債権の増加額272百万円及び法人税等の支払額101百万円が

あったことが主な要因であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動による資金の増加は、251百万円となりました。これは、資金減少要因として投資有価証券の取得による

支出135百万円があったものの、資金増加要因として連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入317百万

円及び投資有価証券の売却による収入137百万円があったことが主な要因であります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動による資金の増加は、1,378百万円となりました。これは資金減少要因として、配当金の支払99百万円が

あったものの、資金増加要因として、株式の発行による収入1,510百万円があったことが主な要因であります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

  

 事業区分につきましては、従来「第Ⅰ相試験」、「第Ⅱ相試験」、「第Ⅲ相試験」、「第Ⅳ相試験」、「その他」の

５区分によっておりましたが、当中間連結会計期間より連結子会社２社及び関連会社１社が加わったのを機会に事業の

類似性・関連性を再検討した結果、「第Ⅰ相試験」から「第Ⅳ相試験」までを「ＳＭＯ事業」としてまとめ、主として

健康食品関連の事業を「その他の事業」としております。 

  

 (1) 生産実績 

    当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注)１ 金額は、販売価格によっております。 

  ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

   当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

   当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％) 

ＳＭＯ事業 1,316,152 ― 

その他の事業 71,884 ― 

合計 1,388,037 ― 

事業の種類別 
セグメントの名称 

   
受注高(千円) 

前年同期比(％)
受注残高(千円)

前年同期比(％) 

ＳＭＯ事業 1,206,066 ― 2,935,217 ― 

その他の事業 100,702 ― 50,965 ― 

合計 1,306,769 ― 2,986,182 ― 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

ＳＭＯ事業 1,316,152 ― 

その他の事業 71,993 ― 

合計 1,388,146 ― 



  

３ 【対処すべき課題】 

   ＳＭＯ業界におきましては、新規参入ＳＭＯの増加と研究開発費の高騰に悩む製薬企業からの値下げ要請によ

り、競争は更に激化し、大手ＳＭＯを中心として、業界の再編あるいは統合が今後とも一層進行することが予想さ

れます。 

   当社グループといたしましては、ＳＭＯとして確固たる地位を築くため、Ｍ＆Ａや合弁事業などにより業界内に

おけるシェア確保を積極的に推進してまいります。また、地域に密着したＳＭＯと提携・協力することにより、Ｓ

ＭＯのグループ化を図り、医療機関との強力な連携を拡げ、大病院との提携の比率も増加させていく考えでありま

す。 

   海外においては、中国における治験実施医療機関への支援等グローバルな展開も視野に入れて事業エリアの拡大

を図ってまいります。 

   また、糖尿病、高脂血症、高血圧症、アレルギー疾患等の生活習慣病や癌などの分野に積極的に取り組むととも

に、当社グループの得意分野である「骨」領域を更に強化してまいります。ＳＭＯとして、最大級の提携医療機関

数を有する利点を活かし、更にその拡充に努めるとともに、複数の医療機関からなる対象疾患別ネットワークを整

備し、数百症例規模の大規模試験に対応した体制を構築し、治験の効率化を図ってまいります。 

   当社グループの社内体制整備に関しましては、必要情報の適確な把握、業務の効率的改善、意思決定の迅速化を

目指し、ＩＴ化を推進してまいります。また、当社グループは、ＣＲＣスタッフの教育の拡充を目指し、教育専門

のスタッフを配置しておりますが、日本臨床薬理学会によるＣＲＣ認定取得を通じて、ＣＲＣの質の向上に努めて

まいります。 

   情報セキュリティに関しましては、第三者認証を受け、常に高度なセキュリティを目指し、全社的な情報セキュ

リティの向上に努めてまいります。 

   当社グループとしては、健康増進、予防医療の一環として健康食品の分野、とりわけ特定保健用食品の分野にも

本格的に進出しておりますが、今後も更に、健康食品開発のコンサルティングから申請までを一貫して行い、トー

タル支援サービスを行う食品受託開発事業を積極的に進めてまいります。 

   以上のような課題を踏まえながら、営業力の強化、ＣＲＣスタッフの拡充、内部管理体制の整備、経営資源の有

効活用を更に目指し、企業価値の増大に努めてまいります。 



  

４ 【経営上の重要な契約等】 

 株式取得による子会社化 

  当社は、平成17年12月26日に株式会社イベリカと締結した株式譲渡契約に基づき、平成18年２月６日に同社の

100％子会社の株式会社ベルテールの全株式を取得し、当社の子会社となりました。 

 (1) 子会社化の目的 

   株式会社ベルテールは、九州地方を中心に多岐にわたり創薬等試験事業サービスを提供している株式会社イベリ

カの100％子会社で、株式会社イベリカのＣＲＯ事業とＳＭＯ事業との混在を解消し、ＳＭＯに特化したより専門

性の高い高品質のサービスを提供するために会社分割により設立されました。株式会社イベリカは既に九州地方に

おいて多くの医療機関と提携しており、治験において多くの症例実績をあげていることから、同社と広範囲な新薬

開発支援事業で協力していくことにより、提携医療機関を確保し、更なる受注能力の拡大及び業務拡大を図ること

が期待できます。 

 (2) 子会社化する会社の概要 

   名称：株式会社ベルテール 

   事業内容：ＳＭＯ事業 

   従業員数：50名 

（平成17年12月14日現在） 

   資本金：10,000千円 

（平成17年12月14日現在） 

   本店所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目6-26 

   代表者：代表取締役社長 川窪晃己 

 (3) 株式取得の時期 

   平成18年２月６日 

 (4) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

   取得する株式の数     200株 

   取得価額     850,000千円 

   取得後の持分比率    100％ 

 (5) 支払資金の調達  

   エクイティーコミットメントラインに基づく指定通知書によりメリルリンチ日本証券株式会社が新株予約権を行

使することで得られる約５億円と自己資金によりまかないました。 

  

５ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

 (1) 提出会社 

  ① 重要な設備の新設等 

    当中間連結会計期間に新設した重要な設備は、以下のとおりであります。 

(注)１  上記の金額は平成18年１月31日現在の帳簿価額であります。 

  ２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  ② 重要な設備の除却等 

    平成17年10月に名古屋オフィスの閉鎖を実施いたしました。なお、保有設備(工具、器具及び備品等)について

は、他オフィスへの移動を行っております。 

  

 (2) 国内子会社 

   当中間連結会計期間において、株式会社日本臨床薬理研究所及び株式会社ＳＯＧＯメディプラスを子会社化した

ため、下記の設備が新たに当社グループの主要設備となりました。 

   当該設備の状況は、以下のとおりであります。 

(注)１  上記の金額は平成18年１月31日現在の帳簿価額であります。 
２  帳簿価額のうち「その他」は、無形固定資産及び敷金・保証金であります。 

  ３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  ４  現在休止中の主要な設備はありません。 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別セグ

メントの名称 
設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数

(名) 
工具、器具

及び備品 
ソフトウェア 合計 

株式会社綜合臨床薬理

研究所 
本社 

(東京都八王子市)
全社 業務支援システム 1,106 86,613 87,719 164 

    
会社名 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別セグ

メントの名称 
設備の

内容 

帳簿価額(千円)
従業員数

(名) 建物
工具、器具

及び備品 
その他 合計  

株式会社日本臨床薬

理研究所 
本社 

(東京都八王子市) 
ＳＭＯ事業 事務所 36,834 26,879 74,663 138,376 40 

株式会社ＳＯＧＯ 
メディプラス 

本社 
(東京都新宿区) 

ＳＭＯ事業 事務所 1,005 192 3,971 5,170 10 



２ 【設備の新設、除却等の計画】 

 (1) 重要な設備計画の変更 

   前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設のうち、当中間連結会計期間に取り止めたものは以下のとおり

であります。 

(注) １ 投資予定額には、有形固定資産、無形固定資産及び敷金・保証金を含めております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 完成後の増加能力は、算定が困難なため、記載を省略しております。 

  

 (2) 重要な設備計画の完了 

   前事業年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、以下のとおりでありま

す。 

(注) １ 投資額には、有形固定資産及び無形固定資産を含めております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 完成後の増加能力は、算定が困難なため、記載を省略しております。 

  

 (3) 重要な設備の新設等 

   当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等はありません。 

  

 (4) 重要な設備の除却等 

   当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類

別セグメン

トの名称 

設備の 
内容 

投資予定額

(千円) 資金調達方法 着手年月 完了予定年月 
完成後の

増加能力
総額 既支払額

東京オフィス   

(東京都中央区) 
ＳＭＯ事業 事務所新設 9,500 ―― 自己資金 平成18年１月 平成18年２月 ―― 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別セ
グメントの名称 設備の内容 投資額(千円) 完了年月 完成後の増加能力 

本社 
(東京都八王子市) 全社 業務支援

システム 94,740 平成18年１月 ―― 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

  商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 400,000

計 400,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年１月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年４月24日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 107,740 同左
東京証券取引所
(マザーズ) 

(注) 

計 107,740 同左 ― ― 

株主総会の特別決議日(平成17年10月27日) 

  
中間会計期間末現在
(平成18年１月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年３月31日) 

新株予約権の数 992個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 992株(注)１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 282,293円(注)２、３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年11月１日から
平成23年10月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  282,293円
資本組入額 141,147円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使は
できません。 
その他の条件は、当社と新株
予約権の割当を受けたものとの
間で締結した「新株予約権割当
契約書」で定めるところにより
ます。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要します。 

同左 



  

(注) １ 新株予約権を発行する日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整に

より生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。 
  
調整後付与株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率 

  

２ 新株予約権を発行する日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 
  

  
３ 新株予約権を発行する日以降、当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合（新株予約権の行使の

場合を除く。）には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 
  

  

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(注)１ 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき平成15年７月17日に発行した第１回新株予約権99個の行使による増加であ

ります。 

    発行価格 １株当たり16,667円 

    資本組入額 １株当たり16,667円 

    割当先  当社役員４名及び当社従業員７名 

  ２ 商法第280条ノ20の規定に基づき平成17年９月５日に発行した第２回新株予約権300個の行使による増加であります。なお、

未行使の新株予約権700個については買入消却しております。 

    発行価格 １株当たり234,000円～246,000円 

    資本組入額 １株当たり117,000円～123,000円 

    割当先  メリルリンチ日本証券株式会社 

  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

  

調整後行使価額 ＝ 

  

調 整 前 
行使価額 

  

× 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

時  価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年８月１日～ 
平成18年１月31日 

891(注)１ 
6,148(注)２ 

107,740
14,850(注)１
750,317(注)２ 

1,364,517 750,317(注)２ 1,640,117



  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年１月31日現在 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

西 野 晴 夫 東京都八王子市明神町2-15-19 27,350 25.39

佐々木 幸 弘 東京都世田谷区等々力6-25-2 27,350 25.39

庄 司   孝 東京都八王子市七国6-12-13 7,140 6.63

佐々木 梨 乃 東京都世田谷区等々力6-25-2 3,000 2.78

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 1,544 1.43

メリルリンチ日本証券株式会社 
東京都中央区日本橋1-4-1
日本橋1丁目ビルディング 

1,500 1.39

西 野 有 紀 東京都八王子市明神町2-15-19 1,275 1.18

西 野 ひとみ 東京都八王子市明神町2-15-19 1,275 1.18

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1-4 987 0.92

西 野 美登里 東京都八王子市明神町2-15-19 900 0.84

佐々木 由美子 東京都世田谷区等々力6-25-2 900 0.84

計 ― 73,221 67.96



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年１月31日現在 

(注)１ 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が３株（議決権３個）含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年１月31日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所(マザーズ)における株価を記載しております。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式  107,740 107,740 (注) 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 107,740 ― ― 

総株主の議決権 ― 107,740 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

月別 平成17年８月 ９月 10月 11月 12月 平成18年１月

最高(円) 295,000 343,000 304,000 287,000 284,000 316,000

最低(円) 248,000 268,000 273,000 262,000 255,000 226,000



    

３ 【役員の状況】 

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  

  役職の異動 

  

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏  名 異動年月日 

常務取締役 
（営業本部副本部長 
兼ＩＲ室長） 

取 締 役 
（営業本部副本部長 
兼ＩＲ室長） 

川 出 勝 朗 平成17年９月30日 

代表取締役社長 
代表取締役社長 
（事業本部長） 

庄 司   孝 平成17年11月１日 

専務取締役 
（東日本事業本部長 
兼経営企画室長） 

専務取締役 
（営業本部長） 

川 窪 晃 己 平成17年11月１日 

常務取締役 
（営業本部長兼ＩＲ室長） 

常務取締役 
（営業本部副本部長 
兼ＩＲ室長） 

川 出 勝 朗 平成17年11月１日 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  ただし、前中間会計期間（平成16年８月１日から平成17年１月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

(3) 当中間連結会計期間(平成17年８月１日から平成18年１月31日まで)は、初めて中間連結財務諸表を作成している

ため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・

フロー計算書については前中間連結会計期間及び前連結会計年度との対比は行っておりません。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成17年８月１日から平成18年１月31日ま

で)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間(平成16年８月１日から平成17年１月31日まで)及び当中間会計期間(平

成17年８月１日から平成18年１月31日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けておりま

す。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

  

  

    
当中間連結会計期間末
(平成18年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比 
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   2,575,968   

２ 売掛金   1,137,898   

３ 有価証券   99,999   

４ たな卸資産   146,792   

５ その他   268,087   

６ 貸倒引当金   △13,046   

流動資産合計   4,215,700 83.1 

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※1 110,602   

２ 無形固定資産     

(1) 連結調整勘定   161,444   

(2) その他   133,270 294,714   

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券   329,166   

(2) その他   130,107   

(3) 貸倒引当金   △6,000 453,274   

固定資産合計   858,591 16.9 

資産合計   5,074,291 100.0 

      



      

    
当中間連結会計期間末
(平成18年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比 
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １ 買掛金   6,383   

２ 前受金   274,712   

３ 賞与引当金   32,144   

４ 受注損失引当金   23,011   

５ その他   316,871   

流動負債合計   653,124 12.9 

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金   476,000   

２ 退職給付引当金   27,552   

固定負債合計   503,552 9.9 

負債合計   1,156,676 22.8 

      

(少数株主持分)     

少数株主持分   103,492 2.0 

      

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,364,517 26.9 

Ⅱ 資本剰余金   1,640,117 32.3 

Ⅲ 利益剰余金   802,345 15.8 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   7,141 0.2 

資本合計   3,814,121 75.2 

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  5,074,291 100.0 

      



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

  

    
当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円)
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   1,388,146 100.0 

Ⅱ 売上原価   823,902 59.4 

売上総利益   564,243 40.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※ 386,043 27.8 

営業利益   178,200 12.8 

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息   508   

２ 受取配当金   5,923   

３ 投資有価証券売却益   5,965   

４ 業務委託費返戻金   2,285   

５ 雑収入   1,329 16,011 1.2 

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   1,200   

２ 持分法による投資損失   232   

３ 投資有価証券売却損   352   

４ 新株発行費   3,633   

５ 新株予約権発行費   12,129   

６ コミットメントフィー   4,761   

７ 雑損失   3,197 25,507 1.8 

経常利益   168,704 12.2 

税金等調整前中間純利益   168,704 12.2 

法人税、住民税及び事業税   86,435   

法人税等調整額   7,909 94,344 6.8 

少数株主損失   △20,261 △1.4 

中間純利益   94,622 6.8 

      



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  

    
当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   889,800 

Ⅱ 資本剰余金増加高     

   増資による新株の発行   750,317 750,317 

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高   1,640,117 

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   853,423 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

   中間純利益   94,622 94,622 

Ⅲ 利益剰余金減少高     

 １ 配当金   100,701   

 ２ 役員賞与   45,000 145,701 

Ⅳ 利益剰余金中間期末残高   802,345 

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

  
当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前中間純利益 168,704 

２ 減価償却費 28,584 

３ 連結調整勘定償却額 4,139 

４ 引当金の減少額 △41,187 

５ 受取利息及び受取配当金 △6,431 

６ 支払利息 1,200 

７ 持分法による投資損失 232 

８ 投資有価証券売却益 △5,965 

９ 投資有価証券売却損 352 

10 新株発行費 3,633 

11 新株予約権発行費 12,129 

12 売上債権の増加額 △272,136 

13 たな卸資産の減少額 15,354 

14 仕入債務の増加額 2,969 

15 前受金の減少額 △73,507 

16 役員賞与の支払額 △45,000 

17 その他 23,523 

小計 △183,402 

18 利息及び配当金の受取額 5,087 

19 利息の支払額 △1,200 

20 法人税額の支払額 △101,219 

営業活動によるキャッシュ・フロー △280,734 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得による支出 △8,895 

２ 無形固定資産の取得による支出 △4,468 

３ 投資有価証券の取得による支出 △135,418 

４ 投資有価証券の売却による収入 137,126 

５ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 317,988 

６ 貸付けによる支出 △50,000 

７ その他 △5,073 

投資活動によるキャッシュ・フロー 251,259 



    

  

    
当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の返済による支出 △21,486 

２ 株式の発行による収入 1,510,352 

３ 新株予約権の発行による支出 △10,629 

４ 配当金の支払額 △99,288 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,378,948 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 1,349,472 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,314,225 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 2,663,697 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

当中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年１月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社の名称 

   株式会社日本臨床薬理研究所 

   株式会社ＳＯＧＯメディプラス 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法を適用した関連会社の数 

   １社 

  持分法を適用した関連会社の名称 

   株式会社東京健康管理センター 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

  全ての連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

   満期保有目的の債券 

    定額法による償却原価法を採用しております。 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法を採用しております。 

  ② たな卸資産 

   仕掛品 

    個別法による原価法を採用しております。 

   貯蔵品 

    最終仕入原価法による原価法を採用しております。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法  

  ① 有形固定資産 

    定率法を採用しております。 

    ただし取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償

却資産として３年間で均等に償却する方法を採用しております。 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

    建物 ３～18年 

    車両運搬具・工具、器具及び備品 ４～20年  

  ② 無形固定資産 

    定額法を採用しております。 

    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。 

  



  

  

当中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年１月31日) 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

  ② 賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。 

  ③ 受注損失引当金 

    受注契約に係る将来の損失に備えるため、当中間連結会計期間末における受注

契約に係る損失見込額を計上しております。 

  ④ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計

上しております。なお、退職給付債務の見込額は、簡便法(退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

    リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 (5) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 

  ① 重要な繰延資産の処理方法 

    新株発行費 

     支出時に全額費用として処理しております。 

    新株予約権発行費 

     支出時に全額費用として処理しております。 

  ② 収益及び費用の計上基準 

    売上高計上基準 

     ＳＭＯ事業収入については、原則として進行基準を適用しております。ただ

し、連結子会社においては、完成基準を適用しております。その他の事業収入

については、完成基準を適用しております。 

  ③ 消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式によっております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない

短期的な投資であります。 



 会計処理の変更 
  

  

次へ 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年１月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会

計基準適用指針第６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 



 注記事項 

  

  (中間連結貸借対照表関係) 

  

  

次へ 

当中間連結会計期間末 

(平成18年１月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額      132,228千円 

 ２ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 

  当該契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 150,000千円



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前へ   次へ 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

※ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

   役員報酬           68,838千円 

   給料・賞与         136,822千円 

   賞与引当金繰入額       6,856千円 

   退職給付費用         3,373千円 

   貸倒引当金繰入額       1,762千円 

  



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

  

  

前へ   次へ 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

  

現金及び預金勘定 2,575,968千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △12,270千円

取得日から償還日までの期間が３ヶ月以内の
有価証券 

99,999千円

現金及び現金同等物 2,663,697千円

  



(リース取引関係) 

  

  

前へ   次へ 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

  (注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が未経過リース料中間期末残高及び

有形固定資産等の中間期末残高に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

  取得価額相当額
減価償却累計額

相当額 
中間期末残高 
相当額 

有形固定資産 

（工具、器具及び備品） 
37,254千円 24,929千円 12,325千円 

無形固定資産（ソフトウェア） 1,163千円 756千円 407千円 

合 計 38,418千円 25,685千円 12,732千円 

 ２ 未経過リース料中間期末残高相当額 

  (注)未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が未経過リース

料中間期末残高及び有形固定資産等の中間期末残高に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

１年内 6,660千円

１年超 6,175千円

合計 12,836千円

 ３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 3,841千円 

減価償却費相当額 3,841千円 

 ４ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 



  (有価証券関係) 

 当中間連結会計期間末（平成18年１月31日） 

  １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  ２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  ３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

前へ   次へ 

種類 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

国債 99,999 99,999 ― 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 

債券 

その他 

 投資信託 

― 

20,042 

  

201,714 

― 

21,313 

  

212,485 

― 

1,271 

  

10,770 

合計 221,756 233,798 12,042 

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

  

90,600 



  (デリバティブ取引関係) 

 当中間連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日) 

  当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

前へ     



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

  当中間連結会計期間（自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日） 

   全セグメントの売上高の合計額及び営業利益の合計額に占めるＳＭＯ事業の割合がいずれも90％を超えているた

め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

  当中間連結会計期間（自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日） 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  



【海外売上高】 

  当中間連結会計期間（自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日） 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 



(１株当たり情報) 

  

  

(注) １株当たり中間純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の基礎は以下のとおりでありま

す。 

  

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

１株当たり純資産額 35,401円17銭

１株当たり中間純利益 933円18銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 918円10銭

項目 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年１月31日) 

１株当たり中間純利益 

 (1)中間純利益(千円) 

 (2)普通株主に帰属しない金額(千円) 

 (3)普通株式に係る中間純利益(千円) 

 (4)普通株式の期中平均株式数(株) 

  

94,622 

― 

94,622 

101,398 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

 (1)中間純利益調整額(千円) 

 (2)普通株式増加数(株) 

  (うち新株予約権)(株) 

  

― 

1,665 

(1,665) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益の算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定

に基づく新株予約権 

株主総会の決議年月日 

 平成17年10月27日 

新株予約権の数 

 992個 

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

 普通株式  992株 

新株予約権の詳細は、「第４提出会社の状

況、１株式等の状況、(2)新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。 



(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

 株式取得による子会社化 

  当社は、平成17年12月26日に株式会社イベリカと締結した株式譲渡契約に基づ

き、平成18年２月６日に同社の100％子会社の株式会社ベルテールの全株式を取得

し、当社の子会社となりました。 

 (1) 子会社化の目的 

   株式会社ベルテールは、九州地方を中心に多岐にわたり創薬等試験事業サービ

スを提供している株式会社イベリカの100％子会社で、株式会社イベリカのＣＲ

Ｏ事業とＳＭＯ事業との混在を解消し、ＳＭＯに特化したより専門性の高い高品

質のサービスを提供するために会社分割により設立されました。株式会社イベリ

カは既に九州地方において多くの医療機関と提携しており、治験において多くの

症例実績をあげていることから、同社と広範囲な新薬開発支援事業で協力してい

くことにより、提携医療機関を確保し、更なる受注能力の拡大及び業務拡大を図

ることが期待できます。 

 (2) 子会社化する会社の概要 

   名称：株式会社ベルテール 

   事業内容：ＳＭＯ事業 

   従業員数：50名 

（平成17年12月14日現在） 

   資本金：10,000千円 

（平成17年12月14日現在） 

   本店所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目6-26 

   代表者：代表取締役社長 川窪晃己 

 (3) 株式取得の時期 

   平成18年２月６日 

 (4) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

   取得する株式の数     200株 

   取得価額     850,000千円 

   取得後の持分比率    100％ 

 (5) 支払資金の調達  

   エクイティーコミットメントラインに基づく指定通知書によりメリルリンチ日

本証券株式会社が新株予約権を行使することで得られる約５億円と自己資金によ

りまかないました。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年１月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年１月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年７月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   1,246,208   2,067,002 1,226,495   

２ 売掛金   867,860   1,109,399 865,042   

３ たな卸資産   340   6,855 1,738   

４ その他 ※2 251,645   338,457 314,413   

５ 貸倒引当金   △10,319   △13,016 △11,280   

流動資産合計     2,355,735 85.2 3,508,698 80.6   2,396,410 82.7

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※1 56,814   45,691 48,197   

２ 無形固定資産   46,139   94,362 65,270   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   228,899   324,398 312,907   

(2) 関係会社株式   ―   304,900 ―   

(3) その他   82,258   82,138 80,110   

(4) 貸倒引当金   △6,000   △6,000 △6,000   

投資その他の資産合計   305,158   705,437 387,018   

固定資産合計     408,112 14.8 845,491 19.4   500,486 17.3

資産合計     2,763,847 100.0 4,354,190 100.0   2,896,896 100.0

            



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年１月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年１月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年７月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金   7,358  8,128 3,218   

２ 前受金   235,727  ― 239,611   

３ 賞与引当金   28,426  24,817 42,354   

４ 受注損失引当金   ―  5,631 ―   

５ その他 ※2 190,174  446,462 242,251   

流動負債合計     461,687 16.7 485,039 11.2   527,436 18.2

Ⅱ 固定負債          

１ 退職給付引当金   17,163  27,552 21,781   

固定負債合計     17,163 0.6 27,552 0.6   21,781 0.8

負債合計     478,850 17.3 512,591 11.8   549,217 19.0

(資本の部)          

Ⅰ 資本金     599,350 21.7 1,364,517 31.3   599,350 20.7

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   889,800  1,640,117 889,800   

資本剰余金合計     889,800 32.2 1,640,117 37.7   889,800 30.7

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   5,900  5,900 5,900   

２ 中間(当期)未処分利益   791,277  823,922 847,523   

利益剰余金合計     797,177 28.8 829,822 19.0   853,423 29.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金     △1,330 △0.0 7,141 0.2   5,105 0.2

資本合計     2,284,997 82.7 3,841,598 88.2   2,347,679 81.0

負債・資本合計     2,763,847 100.0 4,354,190 100.0   2,896,896 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    1,192,025 100.0 1,171,754 100.0   2,250,283 100.0

Ⅱ 売上原価    688,496 57.8 653,692 55.8   1,372,363 61.0

売上総利益    503,528 42.2 518,062 44.2   877,920 39.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    299,521 25.1 299,707 25.6   578,563 25.7

営業利益    204,007 17.1 218,354 18.6   299,357 13.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  10,784 0.9 15,750 1.3   55,050 2.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  7,307 0.6 18,096 1.5   8,136 0.4

経常利益    207,483 17.4 216,008 18.4   346,270 15.4

Ⅵ 特別利益    1,756 0.2 ― ―   795 0.0

Ⅶ 特別損失    ― ― ― ―   5,349 0.2

税引前中間(当期) 
純利益    209,239 17.6 216,008 18.4   341,716 15.2

法人税、住民税 
及び事業税   78,000   86,000 177,000   

法人税等調整額   16,464 94,464 8.0 7,909 93,909 8.0 △26,445 150,555 6.7

中間(当期)純利益    114,775 9.6 122,099 10.4   191,161 8.5

前期繰越利益    676,502 701,822   676,502 

中間配当額    ― ―   20,140 

中間(当期)未処分 
利益    791,277 823,922   847,523 

           



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

  

  
前中間会計期間

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１ 税引前中間(当期)純利益 209,239 341,716

２ 減価償却費 11,951 24,969

３ 貸倒引当金の減少額 △1,756 △795

４ 賞与引当金の増加額又は減少額(△) △13,839 88

５ 退職給付引当金の増加額 5,501 10,120

６ 受取利息及び受取配当金 △1,442 △5,925

７ 支払利息 ― 12

８ 投資有価証券売却益 △8,687 △38,207

９ 投資有価証券売却損 2,077 2,651

10 固定資産廃棄損 ― 5,349

11 売上債権の減少額 99,904 102,722

12 たな卸資産の増加額(△)又は減少額 344 △1,054

13 前渡金の増加額 △29,765 △33,481

14 前払費用の増加額 △34,377 △1,850

15 その他流動資産の増加額 △4,025 △8,811

16 仕入債務の増加額 6,163 2,023

17 未払金の減少額 △14,453 △11,094

18 未払費用の減少額 △14,687 △3,165

19 未収消費税等の増加額 △4,383 △11,611

20 未払消費税等の減少額 △44,917 △44,917

21 前受金の減少額 △38,243 △34,358

22 預り金の増加額又は減少額(△) △4,760 13,534

23 役員賞与の支払額 △48,800 △48,800

24 その他 4,715 9,298

    小計 75,757 268,412

25 利息及び配当金の受取額 1,372 5,932

26 利息の支払額 ― △12

27 法人税等の支払額 △231,424 △316,813

   営業活動によるキャッシュ・フロー △154,293 △42,480



  

  

  
前中間会計期間

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１ 定期預金の預入れによる支出 ― △12,270

２ 定期預金の払戻しによる収入 ― 12,267

３ 有価証券の取得による支出 △19,990 △19,990

４ 有形証券の償還による収入 ― 19,990

５ 有形固定資産の取得による支出 △35,349 △37,467

６ 有形固定資産の売却による収入 194 194

７ 無形固定資産の取得による支出 △35,072 △61,844

８ 投資有価証券の取得による支出 △340,747 △653,274

９ 投資有価証券の売却による収入 129,628 386,747

10 敷金・保証金の増加額 △2,510 △247

11 その他 773 1,038

   投資活動によるキャッシュ・フロー △303,073 △364,857

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１ 配当金の支払額 △73,311 △93,056

   財務活動によるキャッシュ・フロー △73,311 △93,056

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △530,677 △500,394

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,814,619 1,814,619

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 1,283,941 1,314,225

  



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

    定額法による償却原価法を

採用しております。 

  

  

  

  ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間会計期間末日の市場価

格等に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しており

ます。 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法を

採用しております。 

 (2) たな卸資産 

  

  

  

  ①貯蔵品 

    最終仕入原価法による原価

法を採用しております。 

 (1) 有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

    同左 

  

  ②子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法を

採用しております。 

  ③その他有価証券 

   時価のあるもの 

    同左 

  

  

  

  

  

   時価のないもの 

    同左 

  

 (2) たな卸資産 

  ①仕掛品 

    個別法による原価法を採用

しております。 

  ②貯蔵品 

    同左 

 (1) 有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

    同左 

  

  

  

  

  ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

  

   時価のないもの 

    同左 

  

 (2) たな卸資産 

  ①仕掛品 

    同左 

  

  ②貯蔵品 

    同左  

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法を採用しております。 

   ただし平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備

を除く)については、定額法を

採用しております。また、取得

価額10万円以上20万円未満の少

額減価償却資産については、一

括償却資産として３年間で均等

に償却する方法を採用しており

ます。 

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法を採用しております。 

   ただし取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産に

ついては、一括償却資産として

３年間で均等に償却する方法を

採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 ３～18年

車両運搬具・工具、
器具及び備品 ４～20年

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

    同左 

    

建物 ８～18年

車両運搬具・工具、
器具及び備品 

３～15年

    

      



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。 

 (3) 長期前払費用 

   均等償却によっております。 

 (2) 無形固定資産 

    同左 

  

  

  

  

 (3) 長期前払費用 

    同左 

 (2) 無形固定資産 

    同左 

  

  

  

  

 (3) 長期前払費用 

     同左 

３ 繰延資産の処理方法 

――――― 

３ 繰延資産の処理方法 

 新株発行費 

  支出時に全額費用として処理し

ております。 

 新株予約権発行費 

  支出時に全額費用として処理し

ております。 

３ 繰延資産の処理方法 

――――― 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    同左 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中間

会計期間の負担額を計上してお

ります。 

 (2) 賞与引当金 

    同左 

  

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当事業

年度の負担額を計上しておりま

す。 

   (3) 受注損失引当金 

   受注契約に係る将来の損失に

備えるため、当中間会計期間末

における受注契約に係る損失見

込額を計上しております。 

  

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。なお、退職給付債

務の見込額は、簡便法(退職給

付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法)に

より計算しております。 

 (4) 退職給付引当金 

    同左 

  

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上

しております。なお、退職給付

債務の見込額は、簡便法（退職

給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法）

により計算しております。 

  



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

５ 収益及び費用の計上基準 

  売上高計上基準 

   治験売上高については、治験

進行基準を適用しております。 

  

  

５ 収益及び費用の計上基準 

  売上高計上基準 

   ＳＭＯ事業収入については、

原則として進行基準を適用して

おります。その他の事業収入に

ついては、完成基準を適用して

おります。 

５ 収益及び費用の計上基準 

  売上高計上基準 

   ＳＭＯ事業収入については、

進行基準を適用しております。

その他の事業収入については、

完成基準を適用しております。 

  

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資であります。 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

      ――――― 

  

  

  

  

６ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資であります。 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計

処理については、税抜方式によ

っております。 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

    同左 

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

    同左 



 会計処理の変更 

  

  
  

  

 表示方法の変更 

  

  

前中間会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年１月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

     ―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

     ―――――― 

前中間会計期間
(自 平成16年８月１日 
 至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
 至 平成18年１月31日) 

        ――――――――― （中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において区分掲記しておりました「前

受金」は負債及び資本の合計額の100分の５以下となった

ため、流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。なお、当中間会計期間の「前受金」は168,261千円で

あります。 



追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

  

  

  

  

―――――― 

  

  

  

  

（外形標準課税） 

  「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、売上原価

並びに販売費及び一般管理費に計上

しております。 

  この結果、売上原価は6,101千円、

販売費及び一般管理費は2,968千円

増加し、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が9,070千円減少し

ております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  
  

(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成17年１月31日) 

当中間会計期間末
(平成18年１月31日) 

前事業年度末 
(平成17年７月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

54,732千円 

    

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

70,853千円 

    

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

65,020千円 

    

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

  

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※２   ―――――― 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行１行

と当座貸越契約を締結しており

ます。当該契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高     ―千円

差引額 150,000千円

 ３ 運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。当

該契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高     ―千円

差引額 150,000千円

 ３ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行１行

と当座貸越契約を締結しており

ます。当該契約に基づく当事業

年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越限度額 150,000千円 

借入実行残高     ―千円 

差引額 150,000千円 

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息  86千円 

有価証券利息 28千円 

受取配当金 1,327千円 

投資有価証券 
売却益 

8,687千円 

    

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 79千円 

有価証券利息 429千円 

受取配当金 5,923千円 

投資有価証券
売却益 

5,965千円 

業務委託費
返戻金 

2,285千円 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 164千円 

有価証券利息 44千円 

受取配当金 5,715千円 

投資有価証券 
売却益 

38,207千円 

業務委託費
返戻金 

6,668千円 

  

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

  

  

投資有価証券 
売却損 

2,077千円 

株式分割費用 4,420千円 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

  

投資有価証券
売却損 

352千円 

新株予約権
発行費 

12,129千円 

コミットメント
フィー 

4,761千円 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 12千円 

投資有価証券 
売却損 

2,651千円 

株式分割費用 4,420千円 

 ３ 減価償却実施額 

  

有形固定資産 9,682千円 

無形固定資産 2,269千円 

 ３ 減価償却実施額 

  

有形固定資産 8,043千円 

無形固定資産 7,989千円 

 ３ 減価償却実施額 

  

有形固定資産 20,408千円 

無形固定資産 4,560千円 



  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間会計期間
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

前事業年度
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 1,246,208千円

   

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△12,267千円

   

流動資産の「その他」に含まれ
る、取得日から償還日までの期間
が３ヶ月以内の有価証券 

49,999千円

現金及び現金同等物 1,283,941千円

   

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 1,226,495千円

 

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△12,270千円

 

流動資産の「その他」に含まれ
る、取得日から償還日までの期間
が３ヶ月以内の有価証券 

99,999千円

現金及び現金同等物 1,314,225千円

   



(有価証券関係) 

  前中間会計期間末（平成17年１月31日） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  当中間会計期間末（平成18年１月31日） 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  (注) 当中間会計期間に関しては中間連結財務諸表を作成しておりますので、満期保有目的の債券で時価のあるも

の、その他有価証券で時価のあるもの及び時価評価されていない有価証券については記載しておりません。 

  

  前事業年度末（平成17年7月31日） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

種類 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 
時価（千円） 差額（千円） 

社債 19,996 20,010 13 

種類 取得原価(千円) 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額(千円) 

株式 3,503 3,640 136 

債券       

 国債 49,999 49,999 ― 

その他       

 投資信託 189,466 186,649 △2,816 

 その他 8,173 8,610 436 

合計 251,142 248,899 △2,243 

内容 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 

  

30,000 

種類 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価（千円） 差額（千円） 

国債 99,999 99,999 ― 

種類 取得原価(千円) 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額(千円) 

株式 ― ― ― 

債券 ― ― ― 

その他       

 投資信託 214,298 222,907 8,609 

合計 214,298 222,907 8,609 

内容 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 

  

90,000 



(デリバティブ取引関係) 

  前中間会計期間(自 平成16年８月１日 至 平成17年１月31日) 

   当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

   当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  (注) 当中間会計期間に関しては中間連結財務諸表を作成しておりますので、記載しておりません。 

  

(持分法損益等) 

  前中間会計期間(自 平成16年８月１日 至 平成17年１月31日) 

   当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

  前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

   当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

  (注) 当中間会計期間に関しては中間連結財務諸表を作成しておりますので、記載しておりません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

１株当たり純資産額 22,690円91銭 １株当たり純資産額 35,656円20銭 １株当たり純資産額 22,866円50銭

１株当たり中間純利益 1,139円77銭 １株当たり中間純利益 1,204円16銭 １株当たり当期純利益 1,451円44銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

1,130円17銭
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益 

1,184円70銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

1,439円26銭

  

 当社は平成16年９月21日付で１株

を３株とする株式分割を行っており

ます。 

 なお、当該株式分割が前事業年度

の開始の日に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

前事業年度 

(自 平成15年８月１日 

至 平成16年７月31日) 

１株当たり純資産額 

   22,304円36銭 

１株当たり当期純利益 

    3,525円92銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

    3,515円75銭 

  
  

 当社は平成16年９月21日付で１株

を３株とする株式分割を行っており

ます。 

 なお、当該株式分割が前事業年度

の開始の日に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

前事業年度 

(自 平成15年８月１日 

至 平成16年７月31日) 

１株当たり純資産額 

   22,304円36銭 

１株当たり当期純利益 

    3,525円92銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

    3,515円75銭 



(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

項目 
前中間会計期間

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日)

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日)

１株当たり中間(当期)純利益       

 (1)中間(当期)純利益(千円) 114,775 122,099 191,161 

 (2)普通株主に帰属しない金額(千

円) 
― ― 45,000 

  (うち利益処分による役員賞与

金) 

  (千円) 

(―) (―) (45,000)

 (3)普通株式に係る中間(当期)純利

益 

  (千円) 

114,775 122,099 146,161 

 (4)普通株式の期中平均株式数(株) 100,701 101,398 100,701 

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益 
      

 (1)中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ― 

 (2)普通株式増加数(株) 855 1,665 852 

  (うち新株予約権)(株) (855) (1,665) (852)

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利

益の算定に含まれなかった潜在株式

の概要 

―――― 商法第280条ノ20及び商

法第280条ノ21の規定に

基づく新株予約権 

株主総会の決議年月日 

 平成17年10月27日 

新株予約権の数 

 992個 

新株予約権の目的とな

る株式の種類及び数 

 普通株式 992個 

新株予約権の詳細は、

「第４提出会社の状

況、１株式等の状況、

(2)新株予約権等の状

況」に記載のとおりで

あります。 

―――― 



(重要な後発事象) 
  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

  

  

  

  

  

１ 株式取得による子会社化 

  当社は、平成17年12月26日に株

式会社イベリカと締結した株式譲

渡契約に基づき、平成18年２月６

日に同社の100％子会社の株式会

社ベルテールの全株式を取得し、

当社の子会社となりました。 

 (1) 子会社化の目的 

   株式会社ベルテールは、九州

地方を中心に多岐にわたり創薬

等試験事業サービスを提供して

いる株式会社イベリカの100％

子会社で、株式会社イベリカの

ＣＲＯ事業とＳＭＯ事業との混

在を解消し、ＳＭＯに特化した

より専門性の高い高品質のサー

ビスを提供するために会社分割

により設立されました。株式会

社イベリカは既に九州地方にお

いて多くの医療機関と提携して

おり、治験において多くの症例

実績をあげていることから、同

社と広範囲な新薬開発支援事業

で協力していくことにより、提

携医療機関を確保し、更なる受

注能力の拡大及び業務拡大を図

ることが期待できます。 

 (2) 子会社化する会社の概要 

   名称：株式会社ベルテール 

   事業内容：ＳＭＯ事業 

   従業員数：50名 

（平成17年12月14日現在） 

   資本金：10,000千円 

（平成17年12月14日現在） 

   本店所在地：福岡県福岡市 

    博多区博多駅東二丁目6-26 

   代表者：代表取締役社長  

    川窪 晃己 

 (3) 株式取得の時期 

平成18年２月６日 

 (4) 取得する株式の数、取得価額

及び取得後の持分比率 

取得する株式の数  200株 

取得価額   850,000千円 

   取得後の持分比率  100％ 

  

１ 株式取得による子会社化 

  株式会社日本臨床薬理研究所の

第三者割当増資を引き受けたこと

により、同社に対する所有議決権

の割合が51％となった結果、同社

は当社の子会社となりました。 

 (1) 子会社化の目的 

   株式会社日本臨床薬理研究所

は、臨床検査の最大手である株

式会社エスアールエルの100％

子会社で、第Ⅰ相試験（臨床薬

理試験・ＢＥ試験）や第Ⅱ相、

第Ⅲ相試験（ＳＭＯ事業）など

の治験支援事業を手掛けており

ます。特に、大型病院における

治験事務局業務及び治験コーデ

ィネーター業務を得意としてお

ります。クリニックに対する治

験支援が中心の当社にとりまし

ては、ＳＭＯ事業展開を強化す

る上で、大型病院での治験事業

を推進できるほか、株式会社エ

スアールエルとの間で相互に医

療機関のネットワークを強化で

きるものと考えております。ま

た、臨床第Ⅰ相試験についても

一層の強化を図ることが期待で

きます。 

 (2) 子会社化する会社の概要 

   名称：株式会社日本臨床薬理

研究所 

   事業内容：臨床試験支援業務 

   従業員数：56名 

（平成17年３月末現在） 

   資本金：56,000千円 

（平成17年３月末現在） 

   総資産：307,074千円 

（平成17年３月末現在） 

   売上高：平成17年３月期 

       50,344千円 

       (３ヶ月決算） 

       平成16年12月期 

       463,390千円 

  



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

  

  

  

  

  

 (5) 支払資金の調達 

   エクイティーコミットメント

ラインに基づく指定通知書によ

りメリルリンチ日本証券株式会

社が新株予約権を行使すること

で得られる約５億円と自己資金

でまかないます。      

   

 (3) 株式取得の時期 

   平成17年８月１日 

 (4) 取得する株式の数、取得価額

及び取得後の持分比率 

   取得する株式の数   561株 

   取得価額    280,500千円 

   取得後の持分比率   51％ 

 (5) 支払資金の調達 

   自己資金 

 (6) 重要な特約 

   株式会社日本臨床薬理研究所

の子会社化に関連して、当社

（以下「甲」という。）では、

平成17年７月25日付で株式会社

エスアールエル（以下「乙」と

いう。）及び株式会社日本臨床

薬理研究所（以下「丙」とい

う。）との三者間で、甲及び乙

による丙への出資及び甲乙丙間

の業務提携等に関して、戦略的

提携契約を締結しております。 

   当契約の目的は、増資等によ

り丙の財務体質の強化を図り、

甲と乙が共に丙の経営に参加

し、甲乙丙間で事業上の協力関

係を構築することにより、丙の

事業の再生・発展及び甲乙丙の

事業価値の増大を目指すことで

あります。当契約においては、

一定期間における丙の経営成績

が、甲と乙が合意した事業計画

を下回った場合には、乙に財務

的負担を求める内容も含まれて

おります。 

  



  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

  

  

  

  

  

――――――   ２ 新株予約権の発行 

  平成17年８月18日開催の取締役

会決議に基づき、第２回新株予約

権（第三者割当）を発行いたしま

した。 

 (1) 割当先 

   メリルリンチ日本証券株式会

社 

 (2) 新株予約権の払込期日及び発 

   行日 

   平成17年９月５日 

 (3) 新株予約権の数 

   1,000個 

 (4) 新株予約権の発行価額 

   １個当たり5,000円 

 (5) 新株予約権の目的となる株式 

   の種類 

   普通株式 

 (6) 新株予約権の行使時の１株当 

   たりの払込金額（以下「行使 

   価額」） 

   当初は302,400円とする。平

成17年９月13日以降は、新株予

約権の行使請求の効力発生日の

前日までの３連続取引日の株式

会社東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の

平均値90％に相当する金額とす

る。但し、行使価額の下限は

115,200円とする。 

 (7) 新株予約権の目的となる株式 

   の数 

   新株予約権の行使により新た

に発行する株式の数は、行使請

求に係る新株予約権の数に

5,000,000円を乗じ、これを行

使価額で除した数とする。 

 (8) 新株予約権の行使期間 

   平成17年９月６日から平成18

年12月６日まで 

(9) 新株予約権の行使により発行

する株式の発行価額のうち資

本に組入れる額 

   発行価額の50％ 

 (10) 新株予約権の譲渡制限 

   譲渡には当社取締役会の承認

を要する。 

 (11) 資金の使途 

   Ｍ＆Ａ案件等に充当する予定

であります。 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

  

  

  

  

  

――――――  (12) コミットメント条項 

割当先であるメリルリンチ日

本証券株式会社との間で、本新

株予約権の行使について概ね以

下の内容の契約を締結しており

ます。 

①当社は、メリルリンチ日本証

券株式会社に対して本新株予

約権を行使する一定の期間

（20取引日）及び行使する本

新株予約権の数（上限 100

個）を指定することができ

る。なお当該指定期間が経過

した後でなければ新たな指定

を行うことはできない。 

②メリルリンチ日本証券株式会

社は発行日以降に本新株予約

権の行使を希望する旨を申し

入れることができるが、当社

は自己の裁量により受諾又は

拒絶することができる。 

③メリルリンチ日本証券株式会

社は、平成18年11月６日から

平成18年12月６日までの期間

に、200個からそれまでに行

使した新株予約権の数を差し

引いた数を上限として、自己

の裁量により権利行使でき

る。 

  



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

  

  

  

  

  

――――――  ３ 子会社の設立 

当社は、平成17年９月20日

に、イーピーエス株式会社のグ

ループ会社である株式会社イー

ピーミントと、合弁会社を設立

することについて合意に至りま

した。 

  

 (1) 目的 

   当社と株式会社イーピーミン

トはともにＳＭＯ業務を行って

おりますが、最近は大病院を中

心にＣＲＣの派遣依頼が増加し

てきており、これに対応するた

めの専門会社を合弁で設立する

ものであります。これに伴い両

社の一部の拠点の移管・統合を

進めるとともに、医療機関から

のニーズに迅速に対応し、両社

のＣＲＣの生産性の向上を図っ

て参ります。 

 (2) 合弁会社の概要 

   名称：株式会社ＳＯＧＯメデ

ィプラス 

   事業内容：ＳＭＯ業務 

   資本金：30百万円 

 (3) 設立の時期 

   平成17年11月 

 (4) 取得後の持分比率 

   60％ 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

  

  

  

  

  

―――――― ４ 新株予約権（ストックオプショ

ン）の発行 

  平成17年10月27日開催の定時株

主総会において、商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権を発行することを決

議いたしました。 

 (1) 特に有利な条件をもって新株 

   予約権を発行する理由 

当社及び当社子会社の取締

役、監査役及び従業員並びに社

外協力者の当社グループの業績

向上に対する意欲や士気を高め

ることを目的として、下記(2)

に記載の発行要領に基づき新株

予約権を無償で発行するもので

あります。 

 (2) 新株予約権発行の要領 

  ① 新株予約権の目的となる株

式の種類及び数 

    当社普通株式1,000株を上

限とする。 

  ② 発行する新株予約権の総数 

    1,000個を上限とする。な

お、新株予約権１個当たりの

目的となる株式の数は１株と

する。 

  ③ 新株予約権の発行価額 

    無償とする。 

④ 新株予約権の行使に際して

払込みをなすべき金額 

    各新株予約権の行使により

発行又は移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「行

使価額」という。）に付与株

式数を乗じた金額とする。行

使価額は、発行日の属する月

の前月の各日（取引が成立し

ていない日を除く。）の株式

会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終

値（以 下、「終 値」と い

う。）の平均値（終値のない

日を除く。）に1.05を乗じた

金額（１円未満の端数は切り

上げ)、又は発行日の終値

（当日に終値がない場合は、

それに先立つ直近日の終値）

のいずれか高い金額とする。 



  

  

(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

  

  

  

  

  

――――――   ⑤ 新株予約権の行使可能期間 

    平成18年11月１日から平成

23年10月31日まで 

  ⑥ その他の新株予約権の行使 

    の条件 

    各新株予約権の一部行使は

できないものとする。その他

の行使の条件は、当社取締役

会で決定するものとする。 

⑦ 新株予約権の消却事由及び

条件 

    当社は、いつでも、当社が

取得し保有する未行使の新株

予約権を、無償にて消却する

ことができるものとする。 

  ⑧ 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認を要

する。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

(1) 臨時報告書 
  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第３号（特定子会社の異動）に基づ
く臨時報告書であります。 

  
平成17年８月１日 
関東財務局長に提出。 

            
(2) 有価証券届出書 

（第２回新株予約権
証券）及びその添付
書類 

        
平成17年８月18日 
関東財務局長に提出。 

              
(3) 有価証券届出書の訂

正届出書   
(2)の有価証券届出書に係る訂正届出書で
あります。 

  
平成17年８月19日 
関東財務局長に提出。 

            
(4) 有価証券報告書 

及びその添付書類   
事業年度 
(第16期) 

自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 

  
平成17年10月28日 
関東財務局長に提出。 

              
(5) 有価証券届出書 

（第３回新株予約権
証券）及びその添付
書類 

        
平成17年12月14日 
関東財務局長に提出。 

              
(6) 有価証券届出書の訂

正届出書   
(5)の有価証券届出書に係る訂正届出書で
あります。 

  
平成17年12月22日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１８年４月１９日

株式会社 綜合臨床薬理研究所 

 取 締 役 会  御 中 

  

  

 
 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１７年８月１日から平成１８年７月３１日までの連結会計年度の中間連結会

計期間（平成１７年８月１日から平成１８年１月３１日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借

対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を

行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に

中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査

手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務

諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作

成基準に準拠して、株式会社綜合臨床薬理研究所及び連結子会社の平成１８年１月３１日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間（平成１７年８月１日から平成１８年１月３１日まで）の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

  （重要な後発事象）に記載のとおり、会社は平成１８年２月６日に株式会社ベルテールの株式の全てを取得し

た。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  小野 隆良  印  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  矢定 俊博  印  

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して
おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１７年４月２０日

株式会社 綜合臨床薬理研究所 
 取締役会  御 中 

  

  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１６年８月１日から平成１７年７月３１日までの第１６期事業

年度の中間会計期間（平成１６年８月１日から平成１７年１月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１７年１月３１日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間会計期間（平成１６年８月１日から平成１７年１月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上
 
 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  小野 隆良  印  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  矢定 俊博  印  

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して
おります。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１８年４月１９日

株式会社 綜合臨床薬理研究所 

 取 締 役 会  御 中 

  

  

 
 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１７年８月１日から平成１８年７月３１日までの第１７期事業年度の中間会

計期間（平成１７年８月１日から平成１８年１月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及

び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に

中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必

要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１８年１月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間（平成１７年８月１日から平成１８年１月３１日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

追記情報 

  （重要な後発事象）に記載のとおり、会社は平成１８年２月６日に株式会社ベルテールの株式の全てを取得し

た。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  小野 隆良  印  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  矢定 俊博  印  

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して
おります。 
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